
越監告示第 ２３ 号 

 

 地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき、企画部の監査を執行

したので、同条第９項の規定によりその結果を報告する。 

 

令和２年１２月２２日 

 

越前市監査委員  塚  﨑  正  巳  

  

 

同      田  中  希世子  

 

 

                                     同       前 田 一 博 

 

 

記  

 

１  実施基準    越前市監査基準等に基づき実施 

 

２ 監査の種類   定期監査 

 

３ 執行期間 

財務課          令和２年１０月 ７日(水)～１０月 ９日(金) 

政策推進課            １０月１２日(月)～１０月１４日(水) 

総合交通政策課            １０月１５日(木)～１０月１９日(月) 

税務課              １０月２１日(水)～１０月２３日(金) 

収納課              １０月２１日(水)～１０月２３日(金) 

 

４  監査の対象   平成３１年４月から令和２年８月末日までの所管業務全般 

          財務課については平成３１年４月から令和２年１１月末ま 

での所管業務全般 

 

５ 監査の着眼点 

財務等に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令等に従って行

われているか、地方自治法第２条第１４項及び第１５項の趣旨に即ってなさ

れているかどうかについて監査を実施した。なお、今年度は、①法令、条例

及び要綱の遵守並びに文書管理規定の遵守②業務手順書におけるリスクマ

ネジメント③債権回収事務を監査の重点項目とした。 

 

 



６ 監査の実施内容 

監査対象の所管課に対し関係書類の提出を求め、監査基準に基づく着眼点に

従って関係書類を審査するとともに、関係職員から事情聴取並びに実査によ

り監査を実施した。 

 

７ 監査の結果 

今回監査を実施した結果、概ね適正に執行されていると認められるが、次の

指摘事項については、速やかに是正措置をとられたい。また、改善や検討が

望まれる事項については意見を付す。なお、監査執行の際見受けられた留意

すべき軽微な事務処理上の事項については、所管課に対して口頭にて指導し

改善を促した。 

 

＜指摘＞ 

【財務課】 

予算科目の区分について 

令 和 ２ 年 度 補 正 予 算 に お い て 、 イ ン フ ル エ ン ザ ワ ク チ ン 接 種 支 援 事 業 費

3,000 万円及び GoToEat 関連事業費 1,500 万円等を、款「衛生費」項「保健

衛生費」目「予防費」及び款「商工費」項「商工費」目「商業振興活性化費」

とすべきところ、一括して款「総務費」項「総務管理費」目「新型コロナウ

イルス対策費」とした。地方自治法第２１６条により、歳出科目は、その行

政目的に従って区分し、同施行規則第１５条により特定財源の歳入科目の節

は、歳出予算の項の区分に対応して定めることとされている。予算編成事務

に係る業務手順書を作成し、適切な事務処理に努められたい。 

 

＜意見＞ 

【財務課】 

公会計改革の取組みについて 

公会計改革は、平成２７年１月２３日の総務省通知「統一基準による地方公

会計の整備促進」により、財務４表、固定資産台帳の整備、公開及び活用等

が求められた。しかしながら、固定資産台帳更新作業及び連結仕訳作業の遅

れ等により、平成３０年度以降の財務４表等が公表されていない。すみやか

に業務手順書を整備するなかで、公会計関連書類の作成・公表に努められた

い。 


